
従来は国交省が他の監査項目と合わせて車両数も
チェックしてきたが、車両数自体では命令発動の明確
な基準を設けていなかった。「物流2024年問題」を考
慮し、対応を厳格化することで事業者の法令順守をよ
り徹底。
新基準はまた、命令を出した後の流れについても設定。
トラック運送事業者は命令を受けてから原則3カ月以
内に改善報告を提出するとともに、その内容に沿って
事業計画を変更するよう定めた。
期日までに改善報告を出さなかった場合などは命令違
反と認定し、行政処分や事業許可取り消しになる。

Ｑ＆Ａ(No.２１)

事業用５台割れ厳格化
～営業所に配置する種別ごとの車両が事業計画違反で新基準施行～

秋田県貨物自動車運送適正化事業実施機関

１回あたり３時間以上
２分割の場合は合計１０時間以上(例：１回目３時間 ２回目８時間など)
３分割の場合は合計１２時間以上(例：１回目３時間 ２回目４時間 ３
回目６時間など)
分割休息の日は１ヶ月２分の１が限度

事業を継続していく上で、重要な事業計画。
その中でも車両に関する変更は頻繁に行っていると思います。
“５台割れ”、適切な計画の元に事業を遂行されている皆さんにとってはあまり
関係ないかもしれませんが、行政処分対象になりましたのでお知らせ方、警鐘さ
せていただきます。

実際の勤務回数※が

【関連法令等】
・貨物自動車運送法第８条２項に基づく命令を発動する基準(施行日)令和７年５月１日

移動元営業所
選任運転者１０名
登録車両数１０両

Ａ営業所
選任運転者５名
登録車両数５両

改善期間（３カ月）→未改善の場合は行政処分

●やむを得ずは原則駐車出来ない場合です。事故など道路状況が予測できな
●いケースもあるかもしれませんが、運行計画は連続運転の基本ルールを遵
●守出来るよう作成して下さい。
●延長できるのは一の連続運転につき１回限りです。

※５両未満を確認した場合

「５両以上」を満たしていない

４時間超えたら
３０分だけ延長可

命令発出１回目！

命令発出２回目！
改善期間（３カ月）→未改善の場合は、

許可取消

許 可取 消
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